
政務活動費とは

区　分

広報・広聴費

要請陳情等活動費

令和7年度  政務活動費一覧表
（単位：円）

交付額

政　務
活動費

調　査
研究費

研修費
広報・
広聴費

要請陳
情等活
動費

会議費
資　料
作成費

資　料
購入費

事務費 合計額

暁

３人

(３人×12か月)

540,000 16,000 5,000 0 0 2,000 0 11,350 2,720 37,070 502,930

かなん希望の風

３人

(３人×12か月)

540,000 0 42,678 0 0 0 0 0 0 42,678 497,322

日本共産党

２人

（２人×12か月）

360,000 11,820 28,410 49,931 68,500 0 0 133,352 27,504 319,517 40,483

公明党

１人

（1人×12か月）

180,000 0 0 45,969 36,800 0 8,300 52,800 80,620 224,489 0

リベラルの会

１人

(１人×12か月)

180,000 260 38,180 94,095 28,600 0 2,000 0 41,800 204,935 0

合　計 1,800,000 28,080 114,268 189,995 133,900 2,000 10,300 197,502 152,644 828,689 1,040,735

会派名

使  途  額

返還額

事務費 会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

調査研究費
会派が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究（視察を含
む）および調査委託に要する経費 会議費

①会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費
②団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派とし
ての参加に要する経費

研修費
①会派が行う研修会、講演会等実施（共同開催含む）に要する経費
②団体等が開催する研修会（視察含む）、講演会等への所属議員の
参加に要する経費

資料作成費 会派が行う活動に必要な資料を作成するための経費

資料購入費
会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利
用等に要する経費会派が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

　　議会政務活動費の使途

政務活動費は、地方自治法に基づき議員の調査研究に資するため必要経費の一部として交付されます。
議会における会派（所属する議員が１人の場合を含む）に対して交付するものです。

政務活動費の額は、会派に所属する議員数に応じて、１人につき　　　　                       が交付されます。

ここでは、各会派から提出された令和7年度収支報告書をもとに、令和7年度の執行状況を公表します。

内               容 区　分 内               容

月額15,000円


